
柔
道
整
復
師
の
施
術
に
係
る
療
養
費
の
適
正
な
審
査
支
払
に
関
す
る
要
望 

 
現
在
、
柔
道
整
復
師
の
施
術
に
係
る
療
養
費
（
以
下
「
柔
道
整
復
療
養
費
」
と

い
う
。）
に
つ
い
て
は
、
療
養
費
の
中
で
も
例
外
的
に
受
領
委
任
払
い
が
認
め
ら
れ
、

実
質
的
な
現
物
給
付
化
が
な
さ
れ
て
い
る
た
め
、
他
の
療
養
費
に
比
べ
て
受
療
の

機
会
が
よ
り
確
保
さ
れ
て
い
る
環
境
に
あ
り
ま
す
。 

こ
の
よ
う
な
中
、
都
道
府
県
国
民
健
康
保
険
団
体
連
合
会
で
は
、
国
民
健
康
保

険
保
険
者
及
び
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
か
ら
、
柔
道
整
復
療
養
費
に
係
る
審

査
・
支
払
業
務
を
受
託
し
て
お
り
ま
す
。 

し
か
し
な
が
ら
、
柔
道
整
復
療
養
費
の
審
査
支
払
業
務
に
つ
い
て
は
、
柔
道
整

復
施
術
療
養
費
支
給
申
請
書
の
請
求
様
式
が
不
統
一
な
こ
と
や
、
施
術
機
関
コ
ー

ド
が
未
整
備
な
こ
と
、
全
国
決
済
制
度
が
導
入
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
そ
し
て
、

審
査
委
員
会
の
権
限
が
は
っ
き
り
し
な
い
こ
と
等
の
問
題
が
あ
り
、
審
査
支
払
業

務
の
効
率
化
の
一
層
の
推
進
の
た
め
に
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
の
解
決
を
図
る
こ
と

が
必
要
不
可
欠
で
あ
り
ま
す
。 

近
年
で
は
柔
道
整
復
師
の
疑
義
請
求
・
不
正
請
求
の
報
道
が
な
さ
れ
、
国
会
で

も
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
な
事
例
を
な
く
し
、

適
正
な
柔
道
整
復
療
養
費
の
支
給
を
確
保
す
る
こ
と
は
、
国
民
の
信
頼
を
確
保
す

る
上
で
も
重
要
で
あ
り
ま
す
。 

 

厚
生
労
働
省
に
お
か
れ
て
は
、
こ
う
し
た
柔
道
整
復
療
養
費
の
審
査
支
払
業
務

の
効
率
化
に
係
る
問
題
の
解
決
に
つ
い
て
、
関
係
者
と
十
分
協
議
を
さ
れ
、
左
記

に
つ
い
て
早
急
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
ら
れ
る
よ
う
要
望
い
た
し
ま
す
。 

 

記 
 

一
、
施
術
所
か
ら
の
請
求
方
法
の
統
一
化
に
つ
い
て 

一
、
審
査
の
統
一
化
に
つ
い
て 

一
、
全
国
決
済
制
度
の
導
入
に
つ
い
て 

一
、
疑
義
請
求
対
策
に
つ
い
て 

一
、
柔
道
整
復
療
養
費
に
係
る
Ｉ
Ｔ
化
の
推
進
に
つ
い
て 

 

平
成
二
十
二
年
四
月
一
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